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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで
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【特別地域のルール（例）】
電光表示装置を用いる映像広告の表示・
設置はできません

彩度の高い色彩の面積は、１面の表示面積
の半分以下でしか使えません
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＊詳細は市 ＨＰ http://www.city.munakata.lg.jp→
「観光・産業・まちづくり」→「まちづくり」→「都
市づくり」→「屋外広告物の許可申請」で確認か、
維持管理課に問い合わせを

■問い合わせ先
▽条例について＝維持管理課　☎（36）7471
▽景観行政全般について＝
　都市計画課　☎（36）1484

現在の県屋外広告物条例について
　市では現在、県屋外広告物条
例に基づき、屋外広告物の規制
を実施しています。自家広告物
が15㎡を超える場合、市長の許
可が必要です。また、非自家広
告物は規模の大小に関わらず、
原則として、全て市長の許可が
必要です。

【自家広告物と非自家広告物】
　自家広告物とは、自己の氏名・
名称・店名（商標）か自己の事業、
営業の内容を表示するため自己
の住所か事業所、営業所（作業場）
に表示する広告物か、これの掲
出物件のことです。

お知らせ

●広告物も周辺景観との調和が大切
　市では、景観法に基づく景観計画を平成26年７月に策定し、同10月から景観条例と併せて本
格施行。市の特性を生かした良好な景観形成の実現を目指しています。
　屋外広告物も、景観を構成する重要な要素の一つです。その表示や設置時は、公衆への危害
の防止という安全性の確保に加え、周辺景観との調和という視点が大切です。
　現在、市の屋外広告物に関する規制は、県屋外広告物条例（県条例）（右参照）に基づいて実
施しています。しかし、景観計画の施行を機に、建築物や工作物と一体となった良好な屋外広
告物景観の形成が求められています。

●市独自の屋外広告物条例
　市の場合、特に、歴史的・自然景観に恵まれた島部
や、玄海地域などの景観重点区域（景観計画で定める
もの）では、屋外広告物を、その景観特性に配慮した
物へと誘導していく必要があります。
　これを実現するため、屋外広告物法に基づき、市独
自の屋外広告物条例を制定しました（右記ポイント参
照）。
　屋外広告物と共に、宗像の自然、歴史、街並みが輝
く景観を守り育んでいくために、みなさんの理解と協
力をお願いします。

●条例についてのＱ＆Ａ
Ｑ１　全ての屋外広告物に許可手続きが必要？
Ａ１　一例として、一定面積以下の自家広告物は許可手続きが不要です。具体的には、合計面積が普通
地域では15㎡以内、第１種特別地域では５㎡以内、第２・第３種特別地域では10㎡以内であれば、
許可手続きは不要です。ただし、面積・高さなどの基準は守る必要があります

Ｑ２　普通地域のルールは、現在の県条例の基準よりも強化されるの？
Ａ２　基本的には、県条例の許可地域での数値的な基準を、そのまま市条例の普通地域のルールとして
います。周辺景観との調和などについては、新たに緩やかな共通基準をつくっています。また、広告
旗など、これまで基準のなかった屋外広告物については、新たな基準をつくっています

Ｑ３　現在県条例に基づいて市の許可を得て屋外広告物を設置しているが、11月１日以降は設置ができ
なくなるの？

Ａ３　現在、適法に表示・設置されている屋外広告物が、市条例の新たな許可基準を満たさなくなる場
合でも、その屋外広告物を変更か改造するときまでは、表示・設置が可能です（県条例で受けていた
許可を継続する場合は、従来どおり更新申請が必要です）

【ポイント】
▽自家広告物以外の屋外広告物
の表示や設置を、原則として
認めない特別地域を新たに設
ける

▽同地域内に表示・設置する屋
外広告物について、市が許可
するときの新たな基準（面積、
高さ、色彩など）を策定

自家広告物の合計が15㎡を
超える場合は許可が必要

非自家広告物は、原則とし
て、全て許可が必要

宗像の自然、歴史、街並みを美しく宗像の自然、歴史、街並みを美しく
11月１日スタート予定　市屋外広告物条例を制定

【市屋外広告物条例の規制誘導区域図】
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